
宮若市告示第 117 号 

 

吉川小学校跡地施設の公共施設等運営権の設定に関する公表につ 

いて 

 

 

 

 ＡＩ研究開発施設について、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の

促進に関する法律(平成１１年法律第１１７号)第１９条第１項の規定により、

吉川小学校跡地施設の公共施設等運営権を設定したので、同条第３項の規定に

より、次のとおり公表する。 

 

 

令和３年６月９日 

 

                   宮若市長  有 吉 哲 信   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１ 公共施設等の名称 

  ＡＩ研究開発施設 

 

２ 公共施設等の運営権者 

  東京都港区浜松町一丁目３０番５号浜松町スクエア 

  株式会社Ｒetail ＡＩ（リテールエーアイ） 

  代表取締役 永田 洋幸 

 

３ 公共施設等の立地 

  宮若市脇田３９３番地２ 

 

４ 公共施設等の規模及び配置 

(1) 規模  

敷地面積 ２，４２９．０７平方メートル 

  

(2) 配置  

別図のとおり 

 

５ 公共施設等の運営等の内容 

(1) 運営事業 

(2) 維持管理及び保全業務 

 

６ 公共施設等の運営権の存続期間 

  令和３年４月１５日から令和３３年３月３１日まで 


